
 

平成２３年度内部統制及びコンプライアンス強化計画【概要】 

 

Ⅰ 基本方針 

 北海道開発局は、これまで２年間の取組等を踏まえ、平成２３年度における内部統

制及びコンプライアンス強化の指針として本計画を定める。 

① 「コンプライアンス推進本部」により施策の推進にあたる。「推進プログラム」

を策定し、その進行管理等を行う。 

② 業務の再点検（リスクマネジメント）を全課所・全業務で一斉に行う。点検手

法等の改善を図り、効率的・効果的に点検を行う。 

③ ８つの課題に重点的に取り組む。計画の本文と関係規定等をセットにした「コ

ンプライアンス・パッケージ」を取りまとめる。 

④ コンプライアンス強化に向けた組織風土づくりを行う。コンプライアンス携帯

カードの改訂、コンプライアンス講習、ｅ－ラーニング等を実施。風通しの良い

職場環境の整備に向けて、水平的・垂直的なコミュニケーションを強化し「報告・

連絡・相談」を励行する。 

 

Ⅱ 内部統制機能の推進体制 

 強化計画等の実施に関する年間スケジュールや具体的な達成目標を定めた「推進プ

ログラム」を策定し、推進本部において進行管理を行う。コンプライアンス推進室を

体制強化する。第三者機関による勧告的意見の提言など審議結果を踏まえ、内部統制

等報告書を取りまとめ公表する。 

 

Ⅲ 平成２３年度重点的に実施する施策等 

１ リスクマネジメント 

 業務における不正の防止、ミス等の防止による業務の信頼性向上、業務の効率性

向上の観点で、業務の再点検（リスクマネジメント）を全課所全業務で一斉に実施。 

 平成２２年度に作成したガイドラインを改訂。民間企業等で行われている内部統

制の方法を参考にしながら、点検手法等を改善。不測の事態等における連絡系統や

初期対応等の方法等を整理し、各課所長に配布するとともに周知徹底を図る。 

２ 業務運営の見直し等 

 ８つの課題に重点的に取り組むこととし、「コンプライアンス・パッケージ」に

盛り込む。 

① 入札契約のプロセスの見直し 

 入札契約関係情報等の機密情報管理を一層厳格化。 

② 職員管理業務等の見直し 

 管理職及び職員管理担当職員を対象としたジョブトレーニング、各種会議等に

おける事例研究等の実施を強化。 

 

 



 

③ 会計事務の見直し 

 債権管理事務、出納事務、国有財産管理等事務、物品検収・管理等事務に関す

るチェック体制の強化。マニュアル整備、相談窓口設置等。 

④ 用地事務の見直し 

 多段階チェックシステム強化、不正防止対策のフォローアップ等を実施。 

⑤ 情報セキュリティ対策等 

 入札契約等に関する情報管理の徹底。情報システムのセキュリティ対策、ソフ

トウェアの管理規程の整備に加え、情報の取扱に関するリスク対策を検討。 

⑥ 国民本位の開かれた行政運営に向けた取組 

 分かりやすく迅速な情報提供に努める。国民意見等の受付窓口整備、各機関・

有識者・オピニオンリーダー等との意見交換等を実施し、その内容等の情報共有・

事業等への反映に努める。職員等への情報提供・職場内における情報共有化の充

実に向けて、イントラネットのコンテンツ拡充等を推進。 

⑦ 公務外非行等の防止に向けた取組 

 職員の公務外における信用失墜行為等が組織の信頼回復の妨げとなることから、

非違行為に対する処分例などわかりやすい資料を作成し職員及びその家族へ周知。 

⑧ 職員研修等の充実 

 平成２３年度、約１，６００名を対象としたコンプライアンス研修を実施。研

修の計画・内容・講義手法など改善、局内講師の能力向上を図る。 

３ コンプライアンス強化に向けた組織風土づくり 

 コンプライアンス携帯カードの改訂、コンプライアンス講習、ｅ－ラーニング等

の実施。水平的・垂直的なコミュニケーションを強化し「報告・連絡・相談」を励

行、風通しの良い職場環境を整備。受注企業等に対して、強化計画を説明し協力を

要請する。 

４ 監察機能 

 内部統制及びコンプライアンス強化の取組状況等について中立厳正な立場から内

部監査を効果的に実施。内部通報制度等については、通報窓口・通報方法等の周知

を図り、通報しやすい環境を整備する。受理された通報は、適切かつ迅速に処理す

る。 

 

Ⅳ 計画のフォローアップ等 

 本計画は、北海道開発局が平成２３年度に実施する内部統制及びコンプライアンス

強化の取組の指針として策定したもの。本局推進本部は、強化計画の実施状況につい

てフォローアップし、第三者機関による審議を経て内部統制等報告書をとりまとめて

公表する。 

 

付 記 

 この強化計画の策定後の状況の変化に応じて、施策等の見直しが必要となった場合

には、速やかに強化計画の改訂を行うものとする。 






















































































































































































































